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令和７年度人吉市介護施設等支援給付金（物価等高騰対策）交付

要項  

 

（趣旨）  

第１条  この要項は、現下の物価高により厳しい状況にある介護施設等

に対し、緊急かつ実効性のある支援につなげるために、予算の範囲内

において、人吉市介護施設等支援給付金（物価等高騰対策）（以下

「給付金」という。）を交付することについて、人吉市補助金交付規

則（昭和４６年人吉市規則第１５号）に定めるもののほか、この要項

に定めるものとする。  

（交付対象者）  

第２条  給付金の交付対象となる者（以下「交付対象者」という。）

は、令和８年３月３１日において、人吉市内に別表の介護施設等（高

齢者へのサービス提供に当たり、介護保険法（平成９年法律第１２３

号）及び老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）等で規定される専

用の設備基準、人員基準、運営基準を満たすもの）を所管する法人

で、今後も事業を継続する意思を有する者とする。  

（対象経費等）  

第３条  給付金の対象となる経費は、令和７年４月１日から令和８年３

月３１日までの間に交付対象者が支出した光熱水費、燃料費、食費等

の物価等高騰に係る上昇分（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

とし、給付金の額は、別表に定める区分に応じ、同表の右欄に掲げる

額とする。  

（給付金の交付申請及び請求）  

第４条  給付金の交付申請をしようとする交付対象者（以下「申請者」

という。）は、人吉市介護施設等支援給付金（物価等高騰対策）交付

申請書兼請求書（様式第１号）を令和８年６月３０日までに市長に提

出しなければならない。  

２  みなし有料老人ホームにあっては、前項の申請書に契約締結前に交

付する書面（重要事項説明書等）の写しを添えて市長に提出しなけれ

ばならない。  

（給付金の交付決定）  

第５条  市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当
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と認めたときは、速やかに交付の決定をし、給付金を支払うととも

に、人吉市介護施設等支援給付金（物価等高騰対策）交付決定通知書

（様式第２号）によりその決定の内容を申請者に通知するものとす

る。  

（給付金の交付決定の取消し及び返還）  

第６条  市長は、給付金の交付決定通知を受けた申請者（以下「交付決

定者」という。）が給付金に関して次の各号のいずれかに該当すると

きは、給付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。こ

の場合において、当該取消しの部分について既に給付金が交付されて

いるときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。  

⑴  給付金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令等

又は市長の命令若しくは指示に違反したとき。  

⑵  交付対象者の要件に該当しないことが明らかとなった者又は偽り

その他不正の手段により給付金の交付を受けたとき。  

２  市長は、前項の規定による取消しをしたときは、人吉市介護施設等

支援給付金（物価等高騰対策）交付決定取消通知書（様式第３号）に

より交付決定者に通知するものとする。  

（検査及び報告）  

第７条  市長は、この給付金の適正な支出のため、必要に応じて交付決

定者に対し、検査、報告その他必要な措置を求め、交付決定者は、検

査及び報告等の求めがあったときは、これに応じなければならない。  

（受給権の譲渡又は担保の禁止）  

第８条  給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供しては

ならない。  

（関係書類の整備）  

第９条  交付決定者は、給付金に係る証拠書類等の管理については、収

入及び支出を明らかにした帳簿等を備え、証拠書類を整理し、当該帳

簿等及び証拠書類を給付金の額の確定の日の属する年度の終了後５年

間保管しなければならない。  

（補則）  

第１０条  この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な

事項は、市長が別に定める。  
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附  則  

この要項は、告示の日から施行する。  

 

別表（第３条関係）  

区分  給付金の額  

（１か所当たり）  施設の種類  定員等  

入所系施設  介護老人福祉施設、

地域密着型介護老人福祉施設、介

護老人保健施設、介護医療院、介

護療養型医療施設、短期入所生活

介護（空床型利用を除く。）、短

期入所療養介護（空床型利用を除

く。）、認知症対応型共同生活介

護事業所、特定入居者生活介護事

業所、地域密着型特定入居者生活

介護事業所、養護老人ホーム及び

軽費老人ホームをいう。  

１９人以下  ９万６，０００円  

２０人～３９人  ３１万８，０００円  

４０人～６９人  ５９万４，０００円  

７０人～８９人  ８７万円  

９０人以上  １０９万２，０００

円  

入所系施設（有料老人ホーム）  

有料老人ホーム（みなし有料老人

ホームを含む。ただし、特定入居

者生活介護事業所及び地域密着型

特定入居者生活介護事業所を除

く。）をいう。  

１９人以下  ４万８，０００円  

２０人～３９人  １５万６，０００円  

４０人～６９人  ２９万４，０００円  

７０人～８９人  ４３万２，０００円  

９０人以上  ５４万６，０００円  

通所系事業所  通所介護事業所、

地域密着型通所介護事業所、療養

型通所介護事業所、認知症対応型

通所介護事業所、通所リハビリテ

ーション事業所（当該事業所専有

のスペースを有する場合に限

る。）、小規模多機能型居宅介護

事業所、看護小規模多機能型居宅

介護事業所及び通所型サービスＡ

（事業所指定）をいう。  

通常規模型又は

延利用者７５０

人以下／月  

６万６，０００円  

大規模型（小規

模多機能型居宅

介護事業所及び

看護小規模短期

事業所含む。）

又は延利用者７

５１人以上／月  

１３万８，０００円  
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訪問系事業所  訪問介護事業所、

訪問入浴介護事業所、訪問看護事

業所（みなし指定除く。）、訪問

リハビリテーション事業所（みな

し指定除く。）、居宅療養管理指

導事業所（みなし指定除く。）、

定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所、夜間対応型訪問介護事

業所、福祉用具貸与事業所、特定

福祉用具販売事業所、居宅介護支

援事業所、介護予防支援事業所及

び訪問型サービスＡ（事業所指

定）をいう。  

 ４万８，０００円  

※  入所系の定員数は、令和８年３月３１日時点の定員とする。  

※  同一事業所が介護サービス事業と介護予防サービス事業等の複数の

指定を受けている場合は、介護サービス事業のみ対象とする（介護予

防サービス事業のみの指定を受けている場合は、対応する介護サービ

ス事業として対象とする。）。  

※  訪問系みなし指定事業所であっても、介護保険法で規定される専用

の設備基準等を満たす場合は対象とする。  


